
江
戸
川
区
青
年
の
雇
用
の
安
定
と
創
出
を
図
る
た
め
の
支
援
奨
励
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例 

 
（
目
的
） 

第
一
条  
こ
の
条
例
は
、
青
年
の
雇
用
の
確
保
に
努
め
た
事
業
主
に
対
し
、
青
年
雇
用
支
援
奨
励
金
（
以
下
「
奨
励
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給

し
、
も
っ
て
青
年
の
雇
用
の
安
定
と
創
出
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条  

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

青
年
従
業
員 

常
時
使
用
さ
れ
て
い
る
従
業
員
と
し
て
、
満
年
齢
が
十
五
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満
の
江
戸
川
区
内
に
居
住
す
る
者
を

い
う
。 

 

二 

事
業
主 

江
戸
川
区
内
に
営
業
又
は
生
産
の
拠
点
等
を
置
き
、
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
事
業
を
営
む
者
を
い
う
。 

（
支
給
対
象
事
業
主
の
要
件
） 

第
三
条 

区
長
は
、
青
年
従
業
員
（
雇
用
保
険
被
保
険
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
新
た
に
雇
用
し
、
当
該
継
続
し
て
六
箇
月
間
雇
用
し
て

い
る
事
業
主
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
、
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

雇
用
保
険
の
適
用
事
業
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

二 

区
内
に
所
在
す
る
事
業
所
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

三 

賃
金
台
帳
、
労
働
者
名
簿
、
出
勤
簿
、
現
金
出
納
帳
、
総
勘
定
元
帳
等
法
定
書
類
を
備
え
付
け
、
江
戸
川
区
の
要
請
に
よ
り
そ
れ
ら

の
書
類
を
提
出
で
き
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
区
長
が
適
切
と
認
め
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。 

（
不
支
給
要
件
） 

第
四
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
区
長
は
、
事
業
主
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
奨
励
金
は
支
給
し
な
い
も
の

と
す
る
。 

一 

青
年
従
業
員
の
雇
用
日
の
六
箇
月
後
か
ら
奨
励
金
の
支
給
決
定
日
ま
で
の
間
に
、
事
業
主
の
都
合
に
よ
り
当
該
青
年
従
業
員
を
解
雇



し
た
場
合 

二 
制
度
創
設
以
後
に
離
職
し
た
者
を
再
び
同
一
事
業
主
が
雇
用
し
た
場
合 

三 
申
請
事
業
主
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合 

四 

親
会
社
、
子
会
社
及
び
関
連
会
社
で
の
相
互
間
で
の
労
働
の
移
動
の
場
合 

五 

申
請
事
業
主
が
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
置
行
為
を
持
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
場
合 

六 

賃
金
の
支
払
い
が
行
わ
れ
て
い
な
い
等
適
正
な
雇
用
管
理
を
行
っ
て
い
な
い
場
合 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
区
長
が
不
適
切
と
認
め
た
場
合 

（
支
給
申
請
期
間
） 

第
五
条 

支
給
申
請
期
間
は
、
事
業
主
が
第
三
条
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
た
日
か
ら
六
箇
月
以
内
と
す
る
。 

（
支
給
額
） 

第
六
条  

奨
励
金
の
支
給
額
は
、
青
年
従
業
員
一
人
に
つ
き
、
毎
月
、
当
該
青
年
従
業
員
の
基
本
給
の
一
割
を
、
二
年
間
を
限
度
に
支
給
す 

 

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
支
給
の
申
請
） 

第
七
条 

奨
励
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
江
戸
川
区
規
則
（
以
下｢

規
則｣

と
い
う
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
区
長
に
申

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
支
給
の
決
定
） 

第
八
条 

区
長
は
、
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
内
容
に
つ
い
て
審
査
し
、
適
正
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
に

奨
励
金
の
支
給
を
決
定
す
る
。 

（
奨
励
金
の
返
還
） 

第
九
条 

区
長
は
、
奨
励
金
の
支
給
を
受
け
た
事
業
主
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
奨
励
金
の
一
部
又
は
全
部
を
返

還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
奨
励
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合 



二 

支
給
す
べ
き
額
を
超
え
て
奨
励
金
の
支
給
を
受
け
た
場
合 

（
委
任
） 

第
十
条 
こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
こ
の
条
例
の
失
効
） 

２ 

こ
の
条
例
は
、
施
行
の
日
か
ら
三
年
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

   

（
説
明
） 

 

青
年
の
雇
用
の
確
保
に
努
め
た
事
業
主
に
「
奨
励
金
」
を
支
給
し
、
青
年
の
雇
用
の
安
定
と
創
出
を
図
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
本
条
例
案

を
提
出
し
ま
す
。 

 

現
在
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
も
、
完
全
失
業
者
の
過
半
数
が
三
十
五
歳
未
満
で
あ
る
と
い
う
統
計
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
非
正

規
雇
用
者
が
増
大
す
る
も
と
で
、
と
り
わ
け
青
年
の
労
働
実
態
は
深
刻
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
こ
の
状
態
を
放
置
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
日

本
の
未
来
は
不
安
定
さ
を
増
す
も
の
と
な
り
ま
す
。 

 

政
府
も
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
補
完
し
、
区
と
し
て
も
打
開
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
青
年

の
雇
用
の
安
定
を
図
り
創
出
す
る
た
め
に
、
正
規
雇
用
と
し
て
青
年
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
に
は
、
毎
月
そ
の
労
働
者
の
基
本
給
の
一
割

を
、
二
箇
年
を
限
度
に
支
給
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
三
箇
年
の
時
限
事
業
と
し
ま
す
。 


